




重 要

尿 PBG迅速スクリーニングキットを受け取られた方へ

本品は劇物になります。毒物及び劇物取締法に則り、下記の劇物譲受書に必要事項を記入の

上、速やかに、本用紙を同封の封筒でご返送ください。

お手数をおかけしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

Alnylam Japan 株式会社

参考：
昭和二十五年法律第三百三号　毒物及び劇物取締法（令和四年法律第六十八号による改正（施行日：令和四年六月十七日））
東京都保健医療局健康安全部：毒物・劇物　取扱い、保管・管理の手引き（2023年 12月 5日 Access）
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/sonota/d_g/mizenni/tebiki.files/2023dokutebiki.pdf

劇物譲受書
劇物 名称 尿 PBG迅速スクリーニングキット

数量

譲受の年月日 20   　　  年　　　　月　　　　日

譲受人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

施設名

診療科名

氏名・捺印

印

住所 〒　  　-

備考

東京都千代田区丸の内 1－11－1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内11階

Alnylam Japan 株式会社
メディカルアフェアーズ部

譲
受
書
在
中

料金受取人払郵便

7138

差出有効期間
2026年 2月
1日まで
（切手不要）

1 0 0 8 7 8 4
銀 座 局
承      認

410

ギブラーリ _長 4封筒
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